
諮問第４号 

   生活保護費返還金督促処分に対する審査請求について 

 生活保護費返還金督促処分に対し、次のとおり行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第２条の規定に基づく審査請求があったので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第７項の規定によ

り諮問する。 

  平成２９年１２月２２日 

             提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

記 

 

１ 審査請求人及び審査請求の年月日 

  審査請求人    足立区梅島在住者 

  審査請求年月日  平成２９年８月２日 

２ 審査請求の趣旨 

  足立区長が平成２９年７月２８日付で審査請求人に対してした生活

保護費返還金督促処分の取消しを求める。 

３ 審査請求の理由 

  別紙１審査請求の理由に記載のとおり 

４ 審理員意見書の写し 

  別紙２のとおり（添付資料については省略） 

 

 



別紙１ 

審査請求の理由 

 審査請求人（以下「請求人」という。）は、以下の事実により、生活

保護費返還金督促処分（以下「本件処分」という。）を違法・不当なも

のと主張する。 

１ 本件処分は、足立福祉事務所長が請求人に対し行った生活保護法（

昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護変更決定処分（以下「本件

保護変更決定処分」という。）を前提として行われた処分である。 

２ 本件保護変更決定処分は、等級２級の精神障害者保健福祉手帳を有

し、障害者加算が計上された生活保護費を受給していた請求人につい

て、当該加算の認定誤りによる生活保護費の過払いが生じたことによ

り、なされたものである。 

しかし、請求人は、同手帳を足立福祉事務所に提示するとともに、処

分に至るまでの間、担当ケースワーカーに自身の障害者加算額に誤り

がないことを複数回確認しており、請求人自身に落ち度はないことか

ら、本件保護変更決定処分に基づく返還金について、請求人に返還す

る義務はない。また、請求人は、疾病のため、同返還金を支払うのは

無理である。 

３ したがって、本件保護変更決定処分に基づく返還金について、請求

人に返還義務があることを前提にしてなされた本件処分は違法・不当

である。 

 

 










